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9 時 0 分から 18 時 0 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語

コミュニケーション

人間関係

社会性

主な行事等
・季節のイベント

・防災訓練

（別添資料１）

家族支援

・療育後に保護者と連携を行います。

・お子様の発達や日常生活の困りごとについて相談にのり、助言を行います。

・保護者の方の療育見学も可能です。また、療育内容についての説明等も行い

ます。

移行支援

・保護者の希望に応じて、通園しているこども園等と連携を行います。

・放課後等デイサービスの利用への移行、こども園等から小学校への移

行について相談にのり、保護者の希望に応じて、移行先との連携を行い

ます。

地域支援・地域連携
・相談支援事業所、他の児童発達支援事業所等とも連携を行い、総合的にお子

様の支援ができるようにしていきます。
職員の質の向上

・各自の専門性に関する研修への参加

・虐待防止、権利擁護についての研修の実施、研修への参加

・所内研修の実施

支　援　内　容

・体温測定、健康観察を行います

・スケジュールを提示することで今日の活動を見て理解し、自分で行動できるようにします。

・トイレや靴・衣服の着脱などの生活スキルが身につけられるようにします。

・工作や折り紙などで、指先の使い方を身につけられるようにします。

・サーキットなどを行うことで、体の使い方を身につけられるようにします。

・粘土やスライムなどを使って肌で感じる経験ができるようにします。

本

人

支

援

・季節に応じた課題を設定することで季節の変化への興味などの感性を形成できるようにします。

・数や大きさ、上下左右などをゲームに取り入れ、空間や数の概念を身につけられるようにします。

・鉛筆やクレヨンなどを使った描画などの作業をすることで、読み書きの基礎を身につけられるようにします。

・言語聴覚士の専門的なアセスメントを基に支援を行っていきます。

・発語を促しつつ、絵カードやジェスチャーなどを用いて、幅広いコミュニケーションの方法を身につけられるようにします。

・ルールや作業手順を絵や絵カードを使って視覚化することで理解しやすくします。

・個別療育により保護者以外の大人と1対1の関係をしっかりと身につけられるようにします。

・遊びを通して人との関わりを楽しむことを経験し、人と関わるルールを学べるようにします。

・個に合わせて、ルールや順番を理解できるように関わります。

支援方針

・専門職による専門的支援

・地域のひとびと、自治体とつながり、安心をとどける

営業時間 送迎実施の有無 ※要相談

法人（事業所）理念
こどもたちが幸せ（well-being）の中で生きていける世界の実現。

～「障がい」を「ちがい」に。「ちがい」を「革新に」。～

事業所名 こども支援センター西条栄町　児童発達支援 作成日支援プログラム


